
旧スプリアス無線機器
平成19年11月30日（航海用レーダーは
平成24年11月30日）までに製造されたもの

技適の取り直し、新たに取得
（銘板の張替）

新スプリアス適合設備

・新スプリアス機器への換装
・フィルターの挿入*

No

Yes

工事設計変更届を地
方総合通信局へ提出

変更申請（届）を地方
総合通信局へ提出

変更許可
（検査要）

総務省HPに掲載された型式の機
器（新スプリアス確認設備）か

確認届を地方総
合通信局へ提出

測定データ不要

新スプリアス確認設備

No

スプリアス測定を実施したか

No

新規格に適合
しているか

確認届を地方総
合通信局へ提出

測定データ要

平成34年12月1日以降も使用可能

No

旧スプリアス設備

・平成34年11月30日までに新スプリアス機器に換装又は撤去する必要があります。
・平成34年12月1日以降も設置が継続される場合は、電波法第３章に合致しない機器として電波法違反
となります。また、同日以降、旧スプリアス設備を含む無線局は再免許されません。

*フィルター挿入して新スプリアス規格値を
満足する場合に限ります。

・旧スプリアス規格の型式検定機器（任意型式検定機器を含む。）であって、平成29年11月30日までに無線局に設置された機器は、
設置が継続する限り型式検定の効力が有効で、新スプリアス規定の適用除外となります（地方総合総通局への手続不要）。

・旧スプリアスの型式検定機器（任意型式検定機器を含む。）であって、平成29年11月30日までに無線局に設置されていない機器（無
線局の免許が失効したものや無線局から撤去したものを含む。）は、平成29年12月１日以降は型式検定の効力がなくなります。
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平成27年11月2日現在

確認届を地方総
合通信局へ提出
（検査不要）


